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新座市地 区まちづ く り推進条例施行規則 をここに公布す る。
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第 1章 総則                     .

(趣 旨 )

第 1条  この規則 は、新座市地 区まちづ くり推進条例 (平成 23年 新座市条例第

24号 。以下 「条例」 とい う。 )の施行 に関 し必要 な事項 を定 めるもの とす る。

(用 語 )

第 2条  この規則 において使用す る用語 は、条例 において使用す る用語の例 によ

る。

(開 発行為等 )

第 3条 条例第 2条第 2項第 2号の規則 で定める行為 は、次 に掲げるもの とす る。

(1)墓地、埋葬等 に関す る法律 (昭和 23年 法律第 48号 )第 10条 に規定す

る市長 の許可 を要す る行為

9)前 号 に掲 げるもののほか、市長が定める行為

第 2章 地区まちづ くりの推進

(準備会 の登録等 )

第 4条 条例第 7条第 1項の規定によ り準備会 の登録 を申請 しよ うとす る団体 は、



新座市地区まちづ くり準備会登録 申請書 に次 に掲 げる図書 を添 えて、 これ を市

長 に提 出 しなければな らない。

(1)規約 その他 これに類す るもの

9)構成員の住所及び氏名を記載 した名簿

(鋤 活動の内容及び時期を記載 した計画書       ‐

に)地 区のまちづくりのおおむねの区域を示す図面

(助 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 市長は、準備会 として登録 した団体を新座市地区まちづ くり準備会登録簿に

登録するものとする。

3 条例第 7条第 2項第 5号の規則で定める要件は、次に掲げるものとする。

(1)構成員が 2人以上であること。

9)地 区のまちづくりのおおむねの区域が次のいずれかに該当すること。

ア 都市計画法 (昭和 43年法律第 100号 。以下 「法」とい う。)第 7条

第 2項に規定する市街化区域

イ 法第 7条第 3項に規定する市街化調整区域の うち、新座市市街化調整区

域における開発許可等の基準に関する条例 (平成 15年新座市条例第 3号。

以下 「市街化調整区域の開発許可条例」とい う。)第 3条第 1項第 1号に

規定する区域区分 日前に住宅の建築を目的として造成 された一団の土地で、

市長が指定 した土地の区域

ウ ア又はイに掲げるもののほか、市長が認める区域

(3 政治又は宗教の活動を目的としたものでないこと。

に)活動内容が特定のものに不当に利益を与え、又は不利益を及ぼすものでな

いこと。

幅)前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める活動を行 うもので

ないこと。

4 市長は、第 1項の規定による申請があつた場合において、その内容を審査の

上、準備会 としての登録を認めるときは新座市地区まちづくり準備会登録決定

通知書により、認めないときは新座市地区まちづくり準備会登録申請却下通知

書により、その旨を当該申請を行つた団体の代表者に通知するものとする。

5 準備会の登録期間は、登録の日から当該 日の属する年度の翌年度の末 日まで

とする。

6 前項に規定する登録期間を延長 しようとする団体は、当該登録期間の満了 日

の 2か月前までに、新座市地区まちづ くり準備会登録延長申請書を市長に提出

しなければならない。



7 市長 は、前項の規定による申請があつた ときは、その内容 を審査 の上、登録

期間の延長 の可否 を決定 し、新座市地 区まちづ くり準備会登録延長決定通知書

又は新座市地区まちづ くり準備会登録延長 申請去「下通知書 に よ り、その 旨を当

該 申請 を行 つた団体の代表者 に通知す るもの とす る。 この場合 において、延長

を決定 した ときは、その期 間は第 5項の規定によ り登録 した期間 と合 わせ て 2

年 を超 えることができない。

8 準備会 は、条例第 7条第 2項 に掲げる事項に変更があつた ときは、新座市地

区まちづ く り準備会登録事項変更届 出書に変更内容 を示す書類 を添 えて、速や

かにこれ を市長 に提 出 しなけれ ばな らない。

9 市長 は、準備会が条例第 7条第 2項各号に掲げる要件のいずれか に該 当 しな

くなった ときその他準備会 として適 当でない と認 めるときは、当該準備 会の登

録 を取 り消す ことができる。

10 市長 は、前項の規定によ り準備会 の登録 を取 り消 した ときは、新座市地 区

まちづ くり準備会登録取消決定通知書 によ り、その 旨及びその理 由を当該登録

の取消 しを受 けた準備会の代表者 に通知す るもの とす る。

(協議会 の認定 申請 )

第 5条  条例第 8条第 1項の規定によ り協議会の認定を申請 しよ うとす る団体 は、

新座市地 区まちづ くり協議会認 定 申請書 に次に掲げる図書 を添 えて、 これ を市

長 に提 出 しなければな らない。

(1)規約 その他 これ に類す るもの

9)構成員の住所及び氏名を記載 した名簿

(鋤 活動の内容及び時期を記載 した計画書

に)地 区のまちづ くりの区域を示す図面

(励  地区のまちづくりの区域内の土地の地番及び地積並びに地区住民の区分、

住所並びに氏名を記載 した一覧簿

G)条例第 8条第 2項第 6号に規定する同意があったことを証する書類

に)地 区住民への協議会の設立に関する情報の公表及び周知の状況を示す書類

2 条例第 8条第 2項第 6号に規定する同意は、次に掲げる要件を満たすものと

する。

(1)対象区域内の 20歳以上の地区住民の 2分の 1を 超える者からの同意であ

ること。

(2)前号の同意をした者が所有する対象区域内の土地の地積の合計が、当該対

象区域内の土地の総地積の 2分の 1を 超えるものとなる同意であること。

3 条例第 8条第 2項第 7号の規則で定める要件は、次に掲げるものとする。



(1)規約等 に次 に掲 げる事項 を記載 していること。

ア 地 区住民の参力日の機会の保障

イ 団体 にお ける活動等の透 明性 の保 障

ウ 団体の構成員 の地 区のまちづ く りの重要な意思決定への関与

9)構成員が 2人以上であること。

13)地区のまちづくりの区域の面積が 0.3ヘ クタール以上であること。

に)地 区のまちづくりの区域が次のいずれかに該当すること。

ア 法第 7条第 2項に規定する市街化区域

イ 法第 7条第 3項 に規定する市街化調整区域の うち、市街化調整区域の開

発許可条例第 3条第 1項第 1号に規定する区域区分 日前に住宅の建築を目

的として造成された一団の土地で、市長が指定 した土地の区域

ウ ア又はイに掲げるもののほか、市長が認める区域

G)既 に認定を受けている協議会の地区のまちづくりの区域 と重複 し、又は燐

接するときは、当該協議会 と必要な調整が図られていること。

16)政治又は宗教の活動を目的としたものでないこと。

仔)活動内容が特定のものに不当に利益を与え、又は不利益を及ぼす ものでな

いこと。

18)前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める活動を行 うもので

ないこと。

(協議会の認定を受けることができる団体等)

第 6条  条例第 8条第 3項の規則で定める団体は、次に掲げるものとする。

(1)町内会等

12)商工会議所法 (昭和 28年法律第 143号 )の規定により市内に設立 され

た商工会議所

131 まちづくりの推進を図る活動を行 うことを目的とする特定非営利活動促進

法 (平成 10年法律第 7号 )第 2条第 2項に規定す る特定非営利活動法人

であって、市内に設立されたもの

に)前 3号に掲げるもののほか、市内でまちづくりを行つている団体で市長が

認めるもの

2 条例第 8条第 3項に規定する協議会の認定の申請は、新座市地区まちづ くり

協議会認定申請書に次に掲げる図書を添えて、これを市長に提出することによ

り行 うものとする。

(1)活動の内容及び時期を記載 した計画書

12)地区のまちづくりの区域を示す図面



(3 地区のまちづ くりの区域内の土地の地番及び地積並びに地区住民の区分、

住所並びに氏名を記載 した一覧簿

に)条例第 8条第 3項第 3号に規定する同意があったことを証する書類

(5)地 区住民への協議会の設立に関する情報の公表及び周知の状況を示す書類

3 条例第 8条第 3項第 3号に規定する同意は、次に掲げる要件を満たすものと

する。

(1)対象区域内の 20歳以上の地区住民の 2分 の 1を超える者からの同意であ

ること。

(劾 前号の同意をした者が所有する対象区域内の土地の地積の合計が、当該対

象区域内の土地の総地積の 2分の 1を超えるものとなる同意であること。

4 条例第 8条第 3項第 4号の規則で定める要件は、次に掲げるものとする。

(1)地 区のまちづ くりの区域の面積が 0.3ヘ クタール以上であること。

(劾 地区のまちづ くりの区域が次のいずれかに該当すること。

ア 法第 7条第 2項 に規定する市街化区域

イ 法第 7条第 3項に規定する市街化調整区域の うち、市街化調整区域の開

発許可条例第 3条第 1項第 1号に規定する区域区分 日前に住宅の建築を目

的として造成 された一団の土地で、市長が指定 した土地の区域

ウ ア又はイに掲げるもののほか、市長が認める区域

(3 既に認定を受けている協議会の地区のまちづくりの区域 と重複 し、又は隣

接するときは、当該協議会 と必要な調整が図られていること。

に)政治又は宗教の活動を目的としたものでないこと。

(励 活動内容が特定のものに不当に利益を与え、又は不利益を及ぼすものでな

いこと。

輸)前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める活動を行 うもので

ないこと。

(協議会の認定通知等 )

第 7条 条例第 8条第 5項に規定する認定を行つたときの通知は新座市地区まち

づくり協議会認定決定通知書により、認定を行わなかつたときの通知は新座市

地区まちづ くり協議会認定申請却下通知書により行 うものとする。

(協議会の活動状況報告 )

第 8条  協議会は、毎年 5月 31日 までに、市長に対 し、前年度の活動状況を報

告 しなければならない。

2 前項の規定による報告は、新座市地区まちづくり協議会活動状況報告書に協

議会の活動状況が分かる書類その他市長が必要と認める図書を添えて、これを



市長に提出することにより行 うものとする。

3 前 2項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、協議会に対

し、活動状況についての報告を求めることができる。

(協議会の認定内容の変更等 )

第 9条 条例第 10条の規定による変更の届出は、新座市地区まちづくり協議会    ＼

変更届出書に変更内容を示す図書を添えて、これを市長に提出することにより

行 うものとする。

2 条例第 10条の規定による解散の届出は、新座市地区まちづくり協議会解散

届出書を市長に提出することにより行 うものとする。

(協議会の認定取消通知 )

第 10条  条例第 11条第 5項に規定する取消 しの通知は、新座市地区まちづ く

り協議会認定取消決定通知書により行 うものとする。

(地 区まちづ くり計画の案に定める事項 )

第 11条 条例第 12条第 1項の地区まちづくり計画の案に定める事項は、次に

掲げるものとする。                              、

(1)対象 とする区域に関する事項

り)目 標

131 土地利用に関する事項

に)公共施設の整備及び管理に関する事項

b)建築物等の制限に関する事項

俗)緑地等の保全又は緑化に関する事項

に)景観に関する事項

侶)地 区まちづ くり計画の実践のための活動に関する事項

0)前各号に掲げるもののほか、地区まちづくり計画の案の作成に関し必要な

事項

(地 区まちづ くり計画の案の作成 )

第 12条 条例第 12条第 4項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1)意 見書の概要                        `
唸)意見書に対する協議会の見解書

(3 地区まちづ くり計画の案を修正 した場合における修正内容及び修正後の地

区まちづ くり計画の案

2 前項に規定する事項の公表に当たっては、回覧等の方法により地区住民に周

知 しなければならない。

(地 区まちづ くり計画の認定申請における地区住民の同意 )



第 13条  条例第 13条第 1項 の地区住民の同意は、次に掲げる要件を満たすも

のとする。

(1)対象区域内の 20歳以上の地区住民の 3分の 2以上の同意であること。

り)前号の同意をした者が所有する対象区域内の土地の地積の合計が、当該対

象区域内の土地の総地積の 3分の 2以上となる同意であること。

(地 区まちづ くり計画の認定申請 )

第 14条  協議会は、条例第 13条第 1項の規定により地区まちづ くり計画の認

定を申請 しようとするときは、新座市地区まちづくり計画認定申請書を市長に

提出しなければならない。

2 条例第 13条第 1項 の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1)地 区まちづくり計画の案 (計画書、総括図及び計画図を含む。 )

② 地区のまちづくりの区域内の土地の地番及び地積並びに地区住民の区分、

住所並びに氏名を記載 した一覧簿

(3 条例第 12条第 2項から第 4項までに規定する手続を実施 した経過を記載

した図書

に)前号の手続において提出された意見書、見解書等の写 し

(助 地区住民の同意があったことを証する書類

G)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(地 区まちづくり計画の認定における審査事項 )

第 15条 条例第 13条第 2項及び第 3項の規則で定める事項は、次に掲げるも

のとする。

(1)ま ちづくり基本計画及び市の施策並びに既に認定を受けている地区まちづ

くり計画 との整合性に関する事項

り)地 区住民の合意形成に関する事項

(3 実現可能性に関する事項

に)地 区まちづくり計画の案が特定のものに不当に利益を与え、又は不利益を

及ぼすものでないこと。

(地 区まちづくり計画の認定通知等 )

第 16条  条例第 13条第 4項 (条例第 14条 において準用する場合を含む。 )

に規定する認定を行つたときの通知は新座市地区まちづくり計画認定決定通知

書により、認定を行わなかつたときの通知は新座市地区まちづくり計画認定申

請却下通知書により行 うものとする。

(地 区まちづくり計画の変更等 )

第 17条 協議会は、条例第 14条第 1項の規定により地区まちづ くり計画の変



更 を申請 しよ うとす る ときは、新座市地 区まちづ く り計画変更認定 申請書 を市

長 に提 出 しなければな らない。 この場合 において、添付すべ き図書 については、

第 14条 第 2項の規定 を準用す る。

2 協議会 は、条例第 14条第 1項の規定によ り地区まちづ く り計画の廃止 を申

請 しよ うとす るときは、新座市地区まちづ くり計画廃止認定 申請書 を市長 に提

出 しな けれ ばな らない。 この場合 において、添付すべ き図書 につ いて は、第

14条 第 2項の規定 を準用す る。

3 条例第 14条第 1項の規則 で定める軽易な変更は、地区まちづ く り計画 の名

称 の変更 とす る。

(地 区ま ちづ くり計画の認定の取消 し)

第 18条  条例第 15条第 1項の規則で定める要件 は、次に掲 げるもの とす る。

(1)偽 りその他不正の手段 に よ り地 区まちづ くり計画 の認定 を受 けた とき。

9)前 号 に掲げるもののほか、地 区まちづ くり計画の認定 を取 り消す必要 があ

る と市長が認 めるとき。

(説 明が必要 な開発行為等 )

第 19条  条例第 16条第 3項 に規定す る規則で定める開発行為等 は、次 に掲 げ

るもの とす る。

(1)新座 市開発行為等 の基準及び手続 に関す る条例 (平成 14年新座 市条例第

30号 )第 2条第 2項第 1号 に規定す る開発行為、同項第 2号に規定す る建

築行為及び 同項第 3号に規定す る中高層建築物の建築行為

9)新 座 市墓地等指導要綱 (平成 11年新座市告示第 169号 )の指導 の対象

となる行為

2 条例第 16条第 3項 の開発行為等 についての説明は、新座市開発行為等 の基

準及 び手続 に関す る条例第 19条 に規定す る事前協議 、新座市墓地等指導要綱

第 6条 に規定す る指導その他 これ に準 じた手続 が終了す るまでに、新座 市開発

行為等 に伴 う協議会へ の説 明報告書に説明経過 を記載 した図書 を添 えて、 これ

を市長 に提 出す ることによ り行 わなけれ ばな らない。

第 3章 まちづ くりの支援                  .

(専門的知識 を有す る者 の派遣 )

第 20条  条例第 19条 第 2項 の派遣は、次の各号のいずれかに該 当す る場合 に

行 うもの とす る。

(1)準備 会が協議会 を設立す るために必要な活動 を行 つてい る とき。

9)協 議会が地区まちづ くり計画の案 を作成 しよ うとす る とき。

(3 協議 会が地区まちづ くり計画 に基づ き事業 を行お うとす る とき。



に)前 3号に掲げるもののほか、市長が派遣の必要があると認めるとき。

2 前項の派遣は、 1年度につき 12回 を限度 とし、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める期間で行 うものとする。

(1)前項第 1号に該当するとき 準備会として登録 された 日から当該 日の属す

る年度の翌年度の末 日までの間

唸)前項第 2号に該当するとき 協議会として認定された 日から当該 日の属す

る年度の翌年度の末 日までの間

(割 前項第 3号又は第 4号に該当するとき 市長が必要 と認める期間

第 4章 都市計画における住民参加

第 1節  地区計画等の住民原案の申出に関する手続

(地 区計画等の住民原案の申出方法 )

第 21条 条例第 20条第 1項 の規定による申出は、新座市地区計画等の住民原

案の申出書に次に掲げる図書を添えて、これを市長に提出することにより行わ

なければならない。

(1)地 区計画等の住民原案 (計画書、総括図及び計画図を含む。 )

9)申 出を行 うことができる者であることを証する書類

(鋤 申出に係る土地の区域内に存する全ての土地及び建物の登記事項証明書等

並びに公図の写 し

に)申 出を行 う理由を記載 した書類

幅)申 出に係る土地の区域内の住民及び利害関係人 (以 下 「住民等」とい う。 )

に対する説明経過を記載 した書類

16)申 出に係る土地の区域内の土地所有者等の 3分 の 2以上の同意を得ている

ことを証する書類

に)申 出に係る土地の区域内において、前号の同意をした者が所有する土地の

地積 と当該同意をした者が有する借地権の目的となつている土地の地積の合

計が、その区域内の土地の総地積 と借地権の目的 となっている土地の総地積

との合計の 3分 の 2以上であることを証する書類

侶)前各号に掲げるもののほか、申出に関し市長が必要 と認める図書 .

(地 区計画等に関する都市計画の決定又は変更に係 る判断基準)

第 22条 条例第 20条第 2項の規定による判断のための基準は、次に掲げるも

のとする。

(1)法第 13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に即 してい

ること。

(a まちづくり基本計画その他市の施策に即していること。



(3 条例第 20条第 1項の規定による申出に係る土地の区域の面積が 0。 3ヘ

クタール以上であること。

に)申 出に係 る土地の区域内の土地所有者等に対 し説明が行われていること。

(助  申出の内容が特定のものに不当に利益を与え、又は不利益を及ぼすもので

ないこと。

(地 区計画等に関する都市計画の決定又は変更をする必要がない旨の通知 )

第 23条 条例第 20条第 3項の規定による通知は、新座市地区計画等の住民原

案を採用 しない旨の通知書により行 うものとする。

第 2節  都市計画の決定等に関する法定提案手続

(計画提案書の提出方法 )

第 24条 条例第 25条第 1項 に規定する計画提案は、新座市都市計画提案書に

次に掲げる図書を添えて、これを市長に提出することにより行わなければなら

ない。

(1)計画提案に係 る都市計画の素案 (計画書、総括図及び計画図を含む。 )

り)計画提案を行 うことができる者であることを証する書類

(3 計画提案に係る土地の区域内に存する全ての土地及び建物の登記事項証明

書等並びに公図の写 し

に)計画提案を行 う理由を記載 した書類

幅)法第 13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に貝「する旨

の検討書

俗)計画提案に係 る土地の区域周辺の環境等への影響に関する検討書

に)計画提案に係 る土地の区域内の土地所有者等に対する説明経過等を記載 し

た書類

侶)計画提案に係 る土地の区域内の法第 21条の 2第 3項第 2号に規定する土

地所有者等の同意があったことを証する書類

0)前各号に掲げるもののほか、計画提案に関し市長が必要と認める図書

(都市計画の決定又は変更に係 る審査基準)

第 25条 条例第 25条第 2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1)法第 13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に即 してい

ること。

け)ま ちづ くり基本計画その他市の施策に即していること。

(3 条例第 25条第 1項 に規定する計画提案に係る土地の区域の面積が、地区

計画等に係るものにあっては 0.3ヘ クタール以上であり、その他の都市計

画に係 るものにあつては0.5ヘ クタール以上であること。



に)計 画提案 に係 る土地の区域 内の土地所有者等 に対 し説明が行われてい るこ

と。

(5)計画提案 に係 る土地の区域周辺 の環境又は都 市機能 に著 しい影響 を与 えな

い こと。

輸)計 画提案 の内容 が特定の ものに不 当に利益 を与 え、又は不利益 を及 ぼす も

のでない こと。

(計画提案書の内容 の一部 について都市計画決定等 を しない ことの通知 )

第 26条  条例第 25条 第 4項に規定す る市長が計画提案書の内容 の一部 を実現

す ることとなる都市計画の決定又は変更 をす る必要があると認 める ときの通知

は、新座市都市計画提案 の一部 について決定 しない 旨の通知書によ り行 うもの

とす る。

(計画提案書の内容 の全部について都市計画決定等 を しない ことの通知 )

第 27条  条例第 25条 第 5項 に規定す る決定又 は変更を しない と認 める ときの

通知 は、新座市都市計画提案 を採用 しない 旨の通知書に より行 うもの とす る。

第 3節 都市計画の案の作成 に関す る手続

(説 明会又 は公聴会 の開催等 )

第 28条  条例第 26条 第 1項 の必要 な措置 は、説 明会の開催 によることを原則

とし、市が作成 した都市計画の案の内容 となるべ き事項 (以 下 「都 市計画 の原

案」 とい う。)について住民等に対す る説 明を行 うとともに、当該都市計画 の

原案 について住民等 に意見を述べ る機会 を与 えることとす る。ただ し、市長が

説明会 を開催す る必要がない と認 めるときは、公聴会の開催等 によるこ とがで

きる。

(説 明会 開催 の告示 )

第 29条  市長は、説 明会 を開催 しよ うとす る ときは、その開催 の 日の 20日 前

までに、次 に掲 げる事項 を告示す るもの とす る。

(1)説 明会 の 同時及び場所

9)都 市計画の原案 の うち、種類、名称 、位置及び 区域

(3 都市計画の原案 の閲覧の期 間及び場所

に)前 3号 に掲 げるもののほか、説明会 の開催 に関 し必要な事項

2 市長 は、災害その他やむを得ない事 由がある ときは、説 明会の 日時若 しくは

場所 を変更 し、又は説明会 を中止す ることができる。 この場合 において、市長

は、その 旨を告示す るもの とす る。

(説 明会 の責任者等 )

第 30条  説 明会 は、市長又はその指名す る市職員 を責任者 として開催す るもの



とする。

2 市が作成 した都市計画の原案等の説明は、市職員が行 うものとする。ただ し、

市長が必要 と認めるときは、市職員以外の者に説明をさせることができる。

(説 明会の中止 )

第 31条  責任者は、第 29条第 1項 の規定により告示 した説明会の開始時刻か

ら30分を経過するまでに、当該説明会に参加する住民等 (以 下 「参加者」 と

い う。)が ないと認めるときは、説明会の開催を中止することができる。

2 市長は、前項の規定により説明会を中止 したときは、遅滞なく、その旨を告

示するものとする。

(説 明会における質問等 )

第 32条 説明会の参加者は、説明会において決められた時間の範囲内で第 30

条第 3項の規定による説明のあった都市計画の原案等について質問し、又は意

見を述べることができる。

2 第 30条第 3項の規定による説明を行つた市職員等は、前項に規定する質問

があったときは、説明会において決められた時間の範囲内で回答するものとす

る。この場合において、回答することができなかったものについては、遅滞な

く、回答を作成 し、市のホームページ上に掲載することにより、これを公表す

るものとする。

(参加者の入場制限)

第 33条  責任者は、説明会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、

参加者の入場を制限することができる。

(説 明会の秩序維持 )

第 34条  説明会においては、何人も責任者の指示に従わなければならない。

2 責任者は、説明会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩

序を乱 し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(説明会の記録 )

第 35条  責任者は、説明会に関する記録を作成 しなければならない。

2 前項の記録には、次に掲げる事項を記載 し、責任者がこれに署名 し、又は記

名押印 しなければならない。

(1)都 市計画の原案

12)説 明会の日時及び場所

(3 参加者が述べた質問及び意見の内容並びに当該質問に対する市職員等の回

答の内容

に)説 明会の概要及び経過



(励 前各号に掲げるもののほか、責任者が必要と認める事項

(公聴会開催の告示 )

, 第 36条 市長は、公聴会を開催 しようとするときは、その開催の 日の 20日 前

までに、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1)公聴会の日時及び場所

9)都市計画の原案のうち、種類、名称、位置及び区域

13)都市計画の原案の閲覧の期間及び場所

に)都市計画の原案に対する意見の要旨等を記載 した書面等の提出期限及び提

出先

幅)前各号に掲げるもののほか、公聴会の開催に関し必要な事項

2 市長は、災害その他やむを得ない事由があるときは、公聴会の 日時若 しくは

場所を変更 し、又は公聴会を中止することができる。この場合において、市長

は、その旨を告示するものとする。

(公述人 となる資格及び手続 )

第 37条 公聴会に出席 して意見を述べる資格を有する者は、住民等 とする。

2 公聴会に出席 して意見を述べようとする者は、前条第 1項第 4号に規定する

提出期限までに、住所、氏名、意見の要旨及び理由を記載 した書面並びに公述

人となる資格を有することを証する書類 (以 下 「書面等」とい う。)を市長に

提出しなければならない。

(公聴会の中止 )

第 38条 市長は、書面等が提出されないときは、公聴会の開催を中止すること

ができる。

2 第 36条第 2項後段の規定は、前項の規定により公聴会の開催を中止する場

合に準用する。

(公述人の選定)

第 39条 市長は、第 37条第 2項の規定により書面等を提出した者の うちから

公聴会において意見を述べることができる者 (以下 「公述人」とい う。)及び

意見を述べることができる時間 (以 下 「公述時間」とい う。)を定め、当該公

述人にその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の場合において、第 37条第 2項の規定により提出された書面

等に記載 された意見の要旨が類似 しているときは、それ らの書面等を提出した

者の下部を公述人 として定めることができる。

3 第 1項 の規定にかかわらず、市長が都市計画に広く住民等の意見を反映させ

るため必要があると認めるときは、第 37条第 2項の規定により書面等を提出



した者以外 の者 を公述人 として定めることができる。 この場合 において、公述

時間を定 め、公述人 にその 旨を通知す るもの とす る。

(公聴会 の議長)  ・

第 40条  公聴会 は、市長又はその指名す る市職員が議長 として主宰す るもの と

す る。

(公聴会 における意見陳述等 )

第 41条  公述人 は、公聴会 においては、第 37条 第 2項の規定に よ り提 出 した

書面等 の内容 の範囲内で意見 を述べなけれ ばな らない。

2 議長 は、公述人 (次項の第二者 を含む。以下 この項 において同 じ。 )の陳述

が前項 に規 定す る範 囲を超 え、若 しくは公述時間を超 えた とき、又は公述人 に

不穏 当な言動があつた ときは、その陳述 を禁止 し、又は当該公述人 を退場 させ

ることができる。

3 公述人 は、議長 の同意 を得た場合 は、第二者 に文書を朗読 させ 、又は文書で

意見を述べ ることができる。

(質疑 )

第 42条  議長 は、公述人 に対 し質疑す ることができる。

2 公述人 は、質疑す ることができない。

(傍聴人 の入場制限 )

第 43条  議長 は、公聴会の秩序 を維持す るために必要があると認 める ときは、

傍聴人 の入場 を制限す ることができる。

(公聴会 の秩序維持 )

第 44条  公聴会 においては、何人 も議長の指示 に従わなけれ ばな らない。

2 議長 は、公聴会の秩序 を維持す るため必要があると認 めるときは、その秩序

を乱 し、又 は不穏 当な言動 を した者 を退場 させ ることができる。

(公聴会 の記録 )

第 45条  議長 は、公聴会 に関す る記録 を作成 しなければな らない。

2 前項 の記録 には、次に掲げる事項 を記載 し、議長が これ に署名 し、又 は記名

押印 しなければな らない。                    `

(1)都 市計画の原案

9)公聴会の日時及び場所

(鋤  出席 した公述人の住所及び氏名

に)公述人が述べた意見の内容

(励 前各号に掲げるもののほか、公聴会の経過に関する事項

(軽易な都市計画の変更等)



第 46条 条例第 26条第 3項の規則で定める軽易な都市計画の変更等は、名称

の変更その他都市計画に係る区域及びその周辺の区域に及ぼす影響が特に軽易

なものとして市長が認めるものとする。   ,

第 5章 雑則

(委任 )

第 47条  この規則に定めるもののほか、様式の作成その他の地区のまちづ くり

の推進に関し必要な事項は、都市整備部長が別に定める。

附 則

この規則は、平成 24年 4月 1日 から施行する。 ´


